
 

有症状の場合は、発症日を０日として７日間を経過し、かつ、症状軽快後 24 時

間経過するまで（無症状の場合は、検体採取日を０日として７日間）。８日目から解除。

※ この変更は、令和４年９月７日（水）より適用となりますが、同日時点で既に陽性者となっている

児童・生徒にも適用いたします。 

 

１０日間が経過するまでは、 検温など自身によ

る健康状態の確認 高齢者等ハイリスク者との接触 ハイリスク施設への不要不急の訪問 感染リスク

の高い場所の利用や会食等を避ける マスクを着用する 自主的な感染予防行動の徹底をお願

いいたします。

 

 


